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国立大学法人金沢大学表彰規程                 

 

 

(趣旨) 

第 1 条 この規程は，国立大学法人金沢大学職員就業規則第 71 条第 2 項の規定に基づ

き，国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の職員に対する表彰に関し必要な

事項を定める。 

 

（定義） 

第 2条 この規程において，「部局長等」とは，金沢大学学則（以下，「学則」という。）

第 22 条第 1項に定める部局長のほか，事務局長，学内共同利用施設の長，学則第 16

条に基づき置かれる組織の長及び人間社会学域学校教育学類附属学校（園）長をいう。 

 

（表彰の種類） 

第 3条 表彰の種類は，次のとおりとする。 

（1） 功労表彰 

（2） 善行表彰 

（3） 永年勤続者表彰 

（4） 退職者表彰 

 

（功労表彰） 

第 4条 功労表彰は，次の各号のいずれかに該当する者について行う。 

（1） 教育・研究・医療活動において，特に顕著な功績を挙げ，かつ，社会的に高 

い評価を受けた者 

（2） 創意工夫により業務改善に尽力するなど，本学の運営に大いに貢献した者 

（3） 前各号に掲げるもののほか，学長が特に表彰する必要があると認める者 

2 副学長又は部局長等は，前項各号のいずれかに該当し，表彰が適当であると認める

ときは，別紙様式により学長に推薦することができる。 

3 推薦の単位は，職員又は職員で構成する団体とする。  

4 学長は，部局長等から推薦があった場合は，必要に応じて副学長に意見を聞くこと 

 ができる。 

5 学長は，第 2項の推薦があったときは，役員会の議を経て，選考を行う。 

 

（善行表彰） 

第 5条 善行表彰は，次の各号のいずれかに該当する者について行う。 

（1） 社会貢献活動等において，顕著な功績を挙げ，本学の名誉を高めた者 

（2） 災害を未然に防止した者又は災害の際に特に功労があった者 

（3） 前各号に掲げるもののほか，学長が特に表彰する必要があると認める者 



2 
 

2 善行表彰に係る推薦及び選考手続については,前条第 2 項から第 5 項までの規定を

準用する。 

 

（永年勤続者表彰） 

第 6 条 永年勤続者表彰は，国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に定

める勤労感謝の日（以下「勤労感謝の日」という。）において，本学職員として引き

続いた在職期間が 20年以上であり，かつ，勤務成績が良好である者について行う。 

 

（退職者表彰） 

第 7条 退職者表彰は，定年又は勧奨により退職する者について行う。 

2 退職者表彰は，前項に定めるもののほか，死亡により退職した者について学長の判

断により行うことができる。 

 

（表彰の方法） 

第 8条 表彰は，学長が表彰状又は感謝状（以下「表彰状等」という。）を授与するこ 

とにより行う。 

2 前項の表彰状等に併せて，記念品を贈呈することができる。 

 

（表彰状等の様式） 

第 9条 表彰状等の様式は，次のとおりとする。 

(1) 功労表彰      別紙様式１ 

(2) 善行表彰      別紙様式１ 

(3) 永年勤続者表彰   別紙様式２ 

(4) 退職者表彰     別紙様式３ 

 

(表彰の日) 

第 10 条 表彰は，次に掲げる日に行う。 

(1) 功労表彰      その都度定める日 

(2) 善行表彰      その都度定める日 

(3) 永年勤続者表彰   勤労感謝の日 

(4) 退職者表彰     退職の日 

 

（適用除外） 

第 11 条 第 3条第 3号及び第 4号の規定による表彰については，国立大学法人金沢大

学非常勤職員就業規則第 2条及び国立大学法人金沢大学特任教員の就業に関する規

則第 2条に規定する職員には適用しない。 
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 (雑則) 

第 12 条 この規程に定めるもののほか，表彰の実施に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この規程は，平成 23年 11 月 1 日から施行する。 
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別紙様式(第 9条関係) 
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様式3（第9条第4号） 
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様式（第4条，第5条関係）

平成　　年　　月　　日

国立大学法人　金沢大学長　殿

（部局等名）

（職名・氏名）

被推薦者の所属・職名

被推薦者の氏名（又は団体名）

国立大学法人金沢大学　職員表彰候補者　推薦書

　国立大学法人金沢大学表彰規程第　　 条に基づき，下記の者を表彰候補者として推薦します。

記

推薦理由
　（規程第4条又は第5条の該当号を示すこと。また，推薦に際し，参考となる資料を添付すること。）
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